様式第１８号の７

第　　号

年　　月　　日

兵庫県市町村職員退職手当組合長　様

所属市町長

職名

氏名　　　　　　　　　　　印
職員の起訴に関する報告書

下記の者が兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則第１９条の３第１項第　　号の規定に該当しましたので報告します。

記
	組合市町コード
	企業コード
	組合員証番号
	職名
	氏　　名
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	適用条項
	一般職条例第１４条の３第１項第　　号
	

	起訴年月日
	年　　月　　日
	

	管轄裁判所名
	　
	

	起訴理由
	　
	

	犯罪に係る罰条
	　
	

	退職年月日
	年　　月　　日
	


様式第１８号の８

第　　号

年　　月　　日

兵庫県市町村職員退職手当組合長　様

所属市町長又は懲戒免職等処分機関

所属市町名

職名

氏名　　　　　　　　　　　印
退職手当の差止理由に関する報告書

下記の者が兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則第１９条の３第２項第　号の規定に該当しましたので報告します。

記
	組合市町コード
	企業コード
	組合員証番号
	職名
	氏　　名
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	職員の住所
	
	

	遺族叉は支払を受ける権利を承継した者の氏名
	
	職員との続柄
	
	

	上記の者の住所
	
	

	適　用　条　項
	一般職条例第１４条の３第　項第　号
	

	１　逮捕されたとき
	

	 　　　 年　月 日
	年　　月　　日
	

	被疑事実の要旨
	
	

	犯罪に係る罰条
	
	

	２　犯罪があると思料するとき
	

	被疑事実の要旨
	
	

	犯罪に係る罰条
	
	

	供述の要旨
	（事情聴取：　　　　年　　月　　日）
	

	参考事項
	
	

	３　懲戒免職等処分を受けるべき行為があると思料するとき
	

	非違の内容
	
	


（注意事項）

　１　「職名」の欄には、元職員が退職時に占めていた部局の組織上の名称を記入すること。
　２　「１　逮捕されたとき」の欄について

(1)　「被疑事実の要旨｣の欄には、「○月×日に逮捕された」、「○月×日に逮捕され、勾留中」などと記入すること。

(2)　「犯罪に係る罰条」の欄には、逮捕を許可された罪名を記入すること。

　３　「２　犯罪があると思料するとき」の欄について

(1)　「被疑事実の要旨｣の欄には、具体的かつ詳細に、事実を挙げて（いつ、どこで、どのようにして、何をしたというように）記入すること。

(2)　「犯罪に係る罰条」の欄には、可能な限り特定して（「○○罪（刑法第××条）」というように）記入することとするが、基本的事実の同一性を害しない範囲で選択的又は包括的に（「○○罪（刑法第××条）又は△△罪（刑法第□□条）」というように）記入しても差し支えない。

(3)　「供述の要旨」の欄には、元職員から事情を聴取した年月日を記入するとともに、元職員が懲戒免職等処分機関が認定した事実を争わない場合又はその一切を否定している場合は、その旨を（「嫌疑を肯定」、「同上」又は「嫌疑を否定」というように）記入し、元職員の供述が、懲戒免職等処分機関が認定した事実と一部異なつている場合には、違いが明らかになるように、具体的かつ詳細に、事実を挙げて（いつ、どこで、どのようにして、何をしたというように）記入すること。

４　「３　懲戒免職等処分を受けるべき行為があると思料するとき」の欄について

｢非違の内容｣の欄には、具体的かつ詳細に、事実を挙げて（いつ、どこで、どのようにして、何をしたというように）記入すること。

様式第１８号の９

第　　号

年　　月　　日

兵庫県市町村職員退職手当組合長　様

所属市町長又は懲戒免職等処分機関

所属市町名

職名

氏名　　　　　　　　　　印
退職手当の差止理由の消滅等に関する報告書

下記の者が兵庫県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則第１９条の３第３項第　号の規定に該当しましたので報告します。

記
	組合市町コード
	企業コード
	組合員証番号
	職名
	氏　　名
	
	氏名

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	職 員 の 住 所
	
	

	遺族叉は支払を受ける権

利を承継した者の氏名
	
	職員との続柄
	
	
	　

	上記の者の住所
	
	

	差止処分の発令年月日
	年　　月　　日
	

	適　用　条　項
	一般職条例第１４条の３第５項第　　号
	

	差止処分を取り消すべき

理由
	
	

	参　考　事　項
	
	


（注意事項）

「差止処分を取り消すべき理由」の欄には、職員が起訴された場合には、判決確定日及び刑罰等を記入し、起訴されなかった場合には、公訴を提起しない処分のあつた日等を記入すること。

様式第１８号の１４

　　　　　　　　 eq \o\ad(退職手当支払差止処分書,　　　　　　　　　　　　　　　)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　 兵庫県市町村職員退職手当組合

　　　　　　　　　　　　　　　　 組合長

　兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第１４条の

３第　項第　号の規定に基づき、下記の理由により一般の退職手当等の支払を差し止める。

　なお、この処分についての審査請求は、行政不服審査法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に兵庫県市町村職員退職手当組合長に対してすることができる。また、この処分書を受けた日の翌日から起算して３か月が経過した後においては、この処分の後の事情の変化を理由に、兵庫県市町村職員退職手当組合長に対してこの処分の取消しを申し立てることができる。

また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日から起算して６か月以内に兵庫県市町村職員退職手当組合を被告として（被告を代表する者は兵庫県市町村職員退職手当組合長）提起することができる（なお、この処分書を受けた日から６か月以内であつても、処分の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して３か月以内に審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する決定の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（なお、その決定の送達を受けた日から６か月以内であつても、決定の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。
記

	（退職をした者の氏名）

	（採用年月日）
	年
	月
	日
	（勤続期間）
	年
	月

	（退職年月日）
	年
	月
	日
	
	
	


	（退職時の所属所）

	（退職時の職名）
	（退職時の給料月額）
円
（
級
号）

	（支払差止処分の理由）

	（支払差止処分の取消し）
この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている一般の退職手当等の額が支払われる。
１  この処分を受けた者について、この処分の理由となった起訴に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
２  この処分を受けた者について、この処分の理由となった起訴に係る刑事事件につき、判決が確定した場合（拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。）
３  処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったと認める場合


様式第１８号の１５

差止処分の取消しに関する通知書

年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

兵庫県市町村職員退職手当組合

組合長
兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例第１４条の３第５項（第６項・第７項）の規定に基づき、差止処分を取り消したので通知する。

	被処分者の氏名
	

	差止処分の発令年月日
	年　　　月　　　日

	差止処分を取り消した年月日
	年　　　月　　　日

	差止処分を取り消した理由
	

	一般の退職手当等の額
	　　　　　　　　　　　　　　　円

（支払年月日：　　　　　年　月　日）

	参　　考　　事　　項
	


